
証券コード 9262
2023年10月６日

（電子提供措置の開始日 2023年10月2日）
株 主 各 位

東京都新宿区西新宿四丁目32番４号
株 式 会 社 シ ル バ ー ラ イ フ
代表取締役社長 清 水 貴 久

第16回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第16回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。

当社ウェブサイト
https://www.silver-life.co.jp/ir/stock/meeting/index

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

東京証券取引所ウェブサイトでは、「銘柄名（会社名）」に当社名（シルバーライフ）
または「コード」に証券コード（9262）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR
情報」を順に選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を
ご検討のうえ、３頁以降に記載のいずれかの方法によって2023年10月26日（木曜
日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日 時 2023年10月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

２．場 所 東京都新宿区市谷本村町４番１号
ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館３階 瑠璃東の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第16期（2022年８月１日から2023年７月31日まで）事業報告及

び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
を掲載させていただきます。

◎株主総会決議通知の発送は取り止め、本総会の結果は当社ウェブサイトに掲載させ
ていただく予定です。

― 2 ―

2023年09月20日 18時24分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.

2.

○○○○○○○

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、３号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印
反対する場合 「否」の欄に〇印
第２号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
全員反対する場合 「否」の欄に〇印
一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

日 時 行使期限 行使期限

（受付開始：午前９時30分）

2023年10月26日（木曜日）2023年10月27日（金曜日）
午後６時到着分まで午前10時

2023年10月26日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行
使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使
をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

同封の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示のうえ、切手を貼らず
にご投函ください。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

次ページの案内に従って、議
案の賛否をご入力ください。
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XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.

2.

○○○○○○○

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

1.

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取って
ください。１

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４
※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

新しいパスワードを登録する。３
「新しいパスワー
ド」を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パ
スワード」を入力しクリックしてください。

２

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用
いただくことが可能です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワ
ードを入力することなく、議決権行使サイトにロ
グインすることができます。

見 本

見 本
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事 業 報 告

（2022
2023

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当事業年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行

に伴い行動制限が解消され、社会経済活動は緩やかに回復しております。一方
で、円安の進行や、ロシアのウクライナ侵攻等を背景とした原材料価格やエネ
ルギー価格、輸送費の高騰に伴う物価上昇が与える様々な価格への影響も懸念
され、依然として不透明な状況が続いております。
国内における高齢者向け配食サービス市場におきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の増加による一時的な配食需要の増加は落ち着きました。しかしな
がら長期的な視点では、高齢者人口及び一人暮らし高齢者世帯の増加を背景に、
市場は引き続き拡大傾向が続いております。
このような状況のもと、FC加盟店におきましては、新型コロナウイルス感染

症からの回復に伴い、新規契約の需要が減少したため、FCオーナー募集広告や
説明会の強化、新契約プランの追加等の取り組みを行いました。また直販・そ
の他におきましてはWEBプロモーションを中心に積極的な販売促進活動や新し
い冷凍弁当ブランドの立ち上げを行うことで売上拡大に努めてまいりました。
製造面については、工場及び物流センターにおいて、前事業年度まで続いて

いた大型投資が終了し、製造・保管能力が大幅に強化されたことから、外部委
託していた一部の冷蔵商材を自社製造に切り替えました。一方で、材料費は上
昇しましたが、この内製化が上昇分を吸収し、売上総利益率は改善しました。
販売管理費については、加須センターの稼働開始に伴い、人件費や減価償却

費が増加したほか、外部委託していた商材を内製化したことで運賃が増加しま
した。また、従業員の給与アップや広告宣伝費の増加により、売上高販売管理
費率は高まりました。
この結果、当事業年度の売上高は12,266,758千円(前事業年度比9.4％増)、

営業利益は670,152千円(同19.3％増)、経常利益は857,848千円(同20.9％
増)、当期純利益は602,571千円(同49.9％増)となりました。
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販売区分別の経営成績は次のとおりであります。

① ＦＣ加盟店
フランチャイズを展開しているFC加盟店の店舗数は、前事業年度末から「ま

ごころ弁当」が21店舗減少、「配食のふれ愛」が39店舗減少、「宅食ライフ」が
40店舗増加したことから、当事業年度末における店舗数は20店舗減少し、970
店舗となりました。
FC加盟店においては新型コロナウイルス感染症からの回復に伴い、新規契約

の需要が減少したため、新たな取り組みとして、FCオーナー募集広告の強化、
FC説明会参加者へインセンティブ付与、開業の負担を軽減した新たな契約プラ
ンの追加等の活動を行いました。
高齢者人口の増加に伴い、市場の需要が高まっていることから、当事業年度

の売上高は8,523,397千円(前事業年度比5.5％増)となりました。

② 高齢者施設等
当社におきましては、高齢者施設向け冷蔵食材販売サービスである「まごこ

ろ食材サービス」と、冷凍食材販売サービスである「こだわりシェフ」及び
「おてがるシェフ」を展開しております。

高齢者施設や障がい者施設では、人手不足、コスト削減の一環でサービスの
外部委託が増加する傾向にあります。合理化が進む中で、冷蔵食材から利便性
の高い冷凍食材へ切り替わっている傾向にあることから、営業活動は冷凍食材
を中心とした新規営業及び既存納入先の冷凍への切り替え営業を進めてまいり
ました。
この結果、高齢者施設等向け食材販売における当事業年度の売上高は

1,325,027千円(前事業年度比1.4％増)となりました。

③ 直販・その他
ECを主体とした冷凍弁当の直接販売（BtoC）では、幅広い年齢層向けの

「まごころケア食」と、自由にメニューの指定が可能になった「きくばりべんと
う」、若年層向けの「ライフミール」を展開しております。共働き世代の増加や
ライフスタイルの多様化、新型コロナウイルス感染症を背景にした宅食への注
目度の高まりから、市場は拡大傾向にあり、積極的な販売促進活動を行った結
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果、売上は増加しました。
OEM販売（BtoB）及び倉庫業においては、加須センターの稼働により、製

造・保管・発送までを一括で受託することが可能になったため、新規取引先を
積極的に獲得することに努めました。また既存取引先の受注数についても順調
に増加していることから、売上は増加しました。
この結果、直販・その他における当事業年度の売上高は2,418,332千円(前事

業年度比32.3％増)となりました。
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② 設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は1,024,567

千円であります。
その主なものは、加須センターの改修に係る投資（357,049千円）、群馬工

場の製造設備改善（322,897千円）であります。
なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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（2）財産及び損益の状況

区 分 第 13 期
（2020年７月期）

第 14 期
（2021年７月期）

第 15 期
（2022年７月期）

第 16 期
（当事業年度）
（2023年７月期）

売 上 高（千円） 8,832,415 10,050,070 11,215,914 12,266,758
経 常 利 益（千円） 1,086,207 973,127 709,451 857,848
当 期 純 利 益（千円） 678,562 546,109 401,891 602,571
１株当たり当期純利益 （円） 63.80 50.93 37.26 55.74
総 資 産（千円） 5,613,946 8,262,323 8,859,525 9,562,497
純 資 産（千円） 4,364,396 4,926,335 5,304,378 5,916,194
１株当たり純資産 （円） 408.33 457.43 491.51 545.65
（注）１．2019年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、第13期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算
定しております。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第15期の
期首から適用しており、第15期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等
を適用した後の指標等となっております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社は、創業以来、売上を順調に伸ばしてまいりました。しかしながら、今後

も継続して売上を拡大していくためには、製造及び保管体制の強化が必要となり、
2021年3月に栃木工場、2022年3月に加須センターを稼働するための投資を行い
ました。
今後は、鈍化したFC加盟店売上の回復と直販・その他売上の拡大に取り組み、

栃木工場及び加須センターが稼働に伴い、製造及び保管体制の強化を進めること
で利益改善をしていく必要があります。
当社はこれらの中長期的な課題に対して、次のとおり計画しております。

① 当社の属する高齢者向け配食サービス市場の環境
我が国は75歳以上の後期高齢者の人口が2025年以降30年間増加すると予想

されています。高齢者人口が増えるに従い、独居の高齢者も増えていきます。
しかしながら国が介護・福祉にかける財源確保は更に困難を増し、介護事業者
の運営は厳しくなるものと予想しております。
それらの環境下、高齢者のご自宅までお弁当を届ける当社の配食サービスや

高齢者施設向けの食材サービスのニーズは更に高まるものと考えております。
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② 各販売区分の売上増施策及び取り組むべき課題
・ＦＣ加盟店 既存店は店舗支援の強化を図り、店舗売上の増加に繋げ

てまいります。新店は広告宣伝や説明会開催を通じて契
約増に繋げてまいります。

・高齢者施設等 利用施設からの要望に応える商品・サービス開発などを
積極的に行い、冷蔵・冷凍両食材の拡販を目指してまい
ります。

・直販・その他 冷凍弁当は、新たな顧客層獲得のための商品開発および
積極的な広告宣伝活動により、新規顧客の獲得とともに
定期顧客を増やす施策を行ってまいります。

③ 製造・保管体制の確立
2022年３月に加須センターの稼働を開始し、これまで外部に委託していた冷

凍商材のピッキング・保管業務を内製化いたしました。加えて2022年10月か
ら外部仕入れ食材の内製化を行いました。
これらの活動は進行中であり、今後もその体制を強化することで、スケール

メリットの追求と併せ、コスト面での競争優位性を高めていく考えです。
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④ 株主還元について
株主還元施策として、株主優待制度のほか、2023年７月期より、剰余金の配

当を開始いたします。
当社は今後も売上成長のベースとなる設備投資を必要に応じ行ってまいりま

すが、配当性向30%を目途に中長期的に安定して継続した配当を実施してまい
ります。

⑤ その他基盤強化に向け取り組むべき課題
企業価値の向上を実現するために、サステナビリティ・ＥＳＧの観点をより

一層重視し、気候変動への対応、人的資本への投資、ガバナンス強化とリスク
マネジメント力の向上等、持続的な社会への実現への取り組みにも注力してま
いります。

（5）主要な事業内容（2023年７月31日現在）
当社は、食品製造販売事業の単一セグメントであり、販売先別区分は以下のと

おりです。
販 売 区 分 販 売 先 内 容

Ｆ Ｃ 加 盟 店
高齢者向け配食サービスのフランチャイズを展開しております。「まご
ころ弁当」「配食のふれ愛」「宅食ライフ」の３ブランドを有し、全国
970店舗のＦＣ加盟店に対し食材を販売しております。

高 齢 者 施 設 等 主に高齢者施設等に対し、「まごころ食材サービス」、「こだわりシェフ」
及び「おてがるシェフ」のサービス名で食材を販売しております。

直 販 ・ そ の 他
冷凍弁当の販売を行っております。「まごころケア食」「きくばりべんと
う」「ライフミール」のサービス名での直接販売、並びにOEM販売を前
提とした製造受託による食材を販売しております。また、上記以外のそ
の他の食材の販売を含めております。

（6）主要な営業所及び工場（2023年７月31日現在）
本 社 東京都新宿区

工 場 群馬工場：群馬県邑楽郡邑楽町
栃木工場：栃木県足利市

物 流 セ ン タ ー 加須センター：埼玉県加須市
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（7）使用人の状況（2023年７月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

232名(185名) 59名増(46名増) 32.9歳 2.8年

（注）使用人数は就業人員であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

（8）主要な借入先の状況（2023年７月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社みずほ銀行 1,595,450千円

株式会社埼玉りそな銀行 356,000千円

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況（2023年７月31日現在）
（1）発行可能株式総数 32,000,000株
（2）発行済株式の総数 10,842,800株（自己株式 422株を含む）
（3）株主数 10,672名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 近 江 屋 4,000,000株 36.89％

清 水 貴 久 1,976,800 18.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 565,400 5.21

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 484,800 4.47

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 246,400 2.27

シ ル バ ー ラ イ フ 社 員 持 株 会 31,400 0.28

戸 井 丈 嗣 31,200 0.28

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 28,800 0.26

片 寄 達 哉 25,600 0.23

米 倉 秀 23,400 0.21

（注）持株比率は自己株式（422株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
当事業年度末までの新株予約権の行使により、発行済株式の総数は50,400株増加
し、10,842,800株となりました。
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３．新株予約権等の状況（2023年７月31日現在）
（1）当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付さ

れた新株予約権の状況
第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

発 行 決 議 日 2017年５月20日 2018年２月15日 2018年10月28日

新株予約権の数 70個 140個 50個

新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式 5,600株
(新株予約権１個につき80株）

普通株式 11,200株
(新株予約権１個につき80株）

普通株式 4,000株
(新株予約権１個につき80株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
3,360円

（１株当たり 42円）

新株予約権１個当たり
9,920円

（１株当たり 124円）

新株予約権１個当たり
25,920円

（１株当たり 324円）
権利行使期間 2017年５月21日から

2025年５月20日まで
2018年２月16日から
2026年２月15日まで

2018年10月29日から
2026年10月28日まで

行 使 の 条 件 （注） （注） （注）

役 員 の
保有状況

取締役
（監査
等委員
を除く）

新株予約権の数 70個
目的となる株式数 5,600株
保有者数 1名

新株予約権の数 140個
目的となる株式数 11,200株
保有者数 1名

新株予約権の数 50個
目的となる株式数 4,000株
保有者数 1名

取締役
（監査等
委員）

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

（注）新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要す
るものとする。その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定め
るところによる。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状
況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2023年７月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 清 水 貴 久

取 締 役 戸 井 丈 嗣 営業部長

取 締 役 増 山 弘 和 管理部長

取 締 役 横 田 啓 生産部長
取 締 役

（常勤監査等委員） 齋 藤 玲 子

取 締 役
（監査等委員） 深 町 周 輔

フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士
株式会社富士山マガジンサービス 社外監査役
株式会社メルティンＭＭＩ 社外監査役
株式会社バンク・オブ・イノベーション 社外取締役
（監査等委員）

取 締 役
（監査等委員） 橋 元 秀 行 橋元公認会計士事務所 所長

東陽監査法人 シニアパートナー

取 締 役
（監査等委員） 長谷川 直 哉

法政大学人間環境学部人間環境学科 教授
サッポロホールディングス株式会社 サステナビリテ
ィ・シニアアドバイザー
岡部株式会社 社外取締役
日産東京販売ホールディングス株式会社 社外取締役
日経広告研究所 客員研究員

（注）１．取締役（監査等委員）深町周輔氏、橋元秀行氏及び長谷川直哉氏は、社外取締役でありま
す。

２．2022年10月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって片寄達哉氏、中谷顯嗣氏、
清田滋氏は任期満了により取締役（監査等委員）を退任しました。

３．取締役（監査等委員）橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び
会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監
査・監督機能を強化するために、齋藤玲子氏を常勤の監査等委員として選任しております。

５．当社は、取締役（監査等委員）深町周輔氏、橋元秀行氏及び長谷川直哉氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限
度額としております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役（当事業年度中に在任していたもの

を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
ことのある損害を当該保険契約により填補するものであり、１年毎に契約更新し
ております。
なお、当該保険契約では、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った

役員自身の損害等は補償対象外としており、また、填補する額について限度額を
設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
めの措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。

（4）取締役の報酬等
①取締役報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年8月15日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除
く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬
等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合してい
ることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
イ．取締役報酬の基本方針並びに構成割合

当社の取締役報酬は、経営目標を達成し持続的な成長を支える経営者とし
ての原動力となるものであり、かつ報酬の決定プロセスが客観性、透明性
の高いものであることを基本方針とする。原則として取締役報酬は確定額
報酬のみで構成し（100%）、業績連動報酬及び非金銭報酬を採用する場合
は、法令による定め、別途定める「役員規程」、その他関連規程に基づき決
定する。

ロ．取締役報酬の算定方法
2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において決議された上限額以
内で、取締役の個別の業務執行状況と前期の会社目標達成状況、将来期待
される役割等を勘案して指名・報酬委員会により原案が策定される。取締
役の個別の報酬の詳細な算定方法は、別途定める取締役評価基準、その他
関連規程に基づき算定される。

― 16 ―

2023年09月20日 18時24分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



ハ．報酬等の付与時期・条件の決定に関する方針
最終的に決定された取締役報酬が確定額報酬のみである場合、当該報酬額
を12分割したものを、毎月所定日に支給する。
その他支給に関する条件については、就任時に締結する委任契約及び当社
の「役員規程」その他関連規程に定めるとおりとする。

ニ．報酬等の決定に係る委任に関する事項
ａ．委任を受ける者

指名・報酬委員会
ｂ．委任する権限の内容

策定された原案をもとに、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委
員会で各取締役の報酬案の妥当性が審議され、最終的に決定される。

ｃ．権限の適切な行使のための措置
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議、決定さ
れることで、手続きに公正性、客観性、透明性が確保されております。

②当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役 （監 査 等 委 員 を 除 く）
（う ち 社 外 取 締 役）

４
（ー

名
名）

51,265
（ー

千円
千円）

取 締 役 （監 査 等 委 員）
（う ち 社 外 取 締 役）

７
（５

名
名）

23,264
（14,400

千円
千円）

合 計
（う ち 社 外 取 締 役）

11
（５

名
名）

74,529
（14,400

千円
千円）

（注）１．取締役の報酬等の額には、2022年10月26日付で退任した取締役（監査等委員）３名の在任
中の報酬等の額が含まれております。

２．当事業年度に係る取締役報酬は、確定額報酬のみで構成されております。
３．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総

会において、年額200百万円以内（うち、社外取締役分は年額30百万円以内）と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点における取締役（監査等委員を除く）の員数は、4名
（うち社外取締役は０名）です。

４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会にお
いて、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役
（監査等委員）の員数は、5名（うち社外取締役は４名）です。

５．取締役会は、各取締役の報酬の決定が客観性、透明性の高いものとするために、社外取締役
が過半数を占める指名・報酬委員会に対し、各取締役の報酬等の額の決定を委任しておりま
す。
（構成員）清水貴久 （社内取締役）

増山弘和 （社内取締役）
深町周輔 （社外取締役）
橋元秀行 （社外取締役）
長谷川直哉 （社外取締役）

なお、構成員の地位及び担当については、４．（１）取締役の状況のとおりとなります。
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（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）深町周輔氏は、フォーサイト総合法律事務所パートナ
ー弁護士、株式会社富士山マガジンサービス社外監査役、株式会社メルティ
ンＭＭＩ社外監査役及び株式会社バンク・オブ・イノベーション社外取締役
（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありませ
ん。

・取締役（監査等委員）橋元秀行氏は、橋元公認会計士事務所所長、東陽監査
法人シニアパートナーであります。当社と各兼職先との間には特別の関係は
ありません。

・取締役（監査等委員）長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科
教授、サッポロホールディングス株式会社サステナビリティ・シニアアドバ
イザー、岡部株式会社社外取締役、日産東京販売ホールディングス株式会社
社外取締役及び日経広告研究所客員研究員であります。当社と各兼職先との
間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員） 深 町 周 輔

当事業年度に開催された取締役会20回のうち全てに、監査等
委員会20回のうち全てに出席し、弁護士としての専門的見地
から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役
割・責務を果たしております。取締役会や監査等委員会にお
いて、主に法務・コンプライアンスについての意見等、適宜
必要な発言を行っております。また、内部通報対応において
も必要な助言をいただいております。

取締役（監査等委員） 橋 元 秀 行

当事業年度に開催された取締役会20回のうち全てに、監査等
委員会20回のうち全てに出席し、公認会計士及び税理士とし
ての専門的見地から、当社の経営に対する実効性の高い監督
等に十分な役割・責務を果たしております。取締役会や監査
等委員会において、主に財務・会計面についての意見等、適
宜必要な発言を行っており、監査法人の視点から、独立した
立場で助言をいただいております。

取締役（監査等委員） 長谷川 直哉

2022年10月26日の就任以降に開催された取締役会15回の
うち14回に、監査等委員会15回のうち14回に出席し、サス
テナビリティ・コーポレートガバナンスの専門家としての見
地から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役
割・責務を果たしております。取締役会や監査等委員会にお
いて、主にサステナビリティについての意見等、適宜必要な
発言を行っており、当社の企業価値向上を図る視点から、独
立した立場で助言をいただいております。

（注）上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会があった
ものとみなす書面決議が1回ありました。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 太陽有限責任監査法人

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,520千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18,520千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの
算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等
の額について同意の判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
該当する事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると判断した場合、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断

した場合、会社法第399条の２第３項第２号に基づき、会計監査人の解任又は不
再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定する。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のと
おりであります。
① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制
イ．当社は、法令・定款及び社会規範を順守するための「企業倫理行動憲章規

程」を制定し、全社に周知・徹底する。
ロ. 当社は、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス

委員会を設置し、当社のコンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
ハ．当社のコンプライアンス担当者は、当社の取締役（監査等委員であるもの

を除く。）、監査等委員及び使用人に対し、コンプライアンスに関する教
育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

ニ．当社は、内部通報制度を設け、当社の使用人が、問題の早期発見・未然防
止を図り、適切かつ迅速に対応する。

ホ．当社は、「健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持た
ず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。」ことを宣し、当社
は、これに基づき、毅然とした態度で臨むものとする。

ヘ．内部監査部門は、当社の法令及び定款の順守体制の有効性について監査を
行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、
速やかにその対策を講ずる。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役（監査等委員であるものを除く。）の職務の執行に関わる情報につい

ては、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保管及び管理を行う。
ロ．取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員は、これらの文書

等を、常時閲覧できる体制とする。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社は「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される

各種のリスクに対応する部署又は組織、責任者を定め、適切に評価・管理
体制を構築する。

ロ．当社は、リスク管理委員会を設置し、当社の事業活動における各種リスク
に対する予防・軽減体制の強化を図る。
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ハ．当社は、危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情
報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。

ニ．内部監査部門は、当社のリスク管理体制について監査を行い、是正や改善
の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対
策を講ずる。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、各取締役（監査等委員であ

るものを除く。）の業務執行機能を分離する。
ロ．「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役

（監査等委員であるものを除く。）の職務及び権限、責任の明確化を図る。
ハ．取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を

開催する。

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制
イ．取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営企画部門はその進捗状況を毎

月取締役会に報告する。
ロ．内部監査部門は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及

び監査等委員会に報告する。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当
該取締役及び当該使用人の当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）か
らの独立性に関する事項並びに当該取締役及び当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

イ．当社は、必要に応じ監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を
置き、同事務局に属する使用人は、専ら監査等委員会の指示に従って、そ
の職務を補助することができる。なお、監査等委員会の職務を補助する取
締役は置かない。

ロ．当社の監査等委員会は、その職務の必要に応じて、管理部門及び内部監査
部門に属する使用人を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者
として指名することができる。（以下、イ.の使用人と合わせて監査職務補
助者という。）

ハ．当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、監査職務補助者に対し
て、監査等委員会の指揮命令に従うことを指示するとともに、当該監査職
務補助者がその指示を受けた職務を執行することができるように、その者
のその他の業務につき適切な配慮をしなければならない。
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ニ．監査職務補助者の解雇、配転、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関
する事項に関しては、当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）はあ
らかじめ監査等委員会あるいは常勤監査等委員に相談することを要する。

ホ．当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、上記 イ.ないし ニ.の
具体的な運用の細目を監査等委員会と協議して定め、各項目の内容と合わ
せて当社内に公表することを要する。

⑦ 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人が監査等委員会に
報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等
委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

イ．当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、当社に関する以下に例
示する事項等を監査等委員会に報告する。ただし、常勤監査等委員あるい
は監査等委員会から指名を受けた監査等委員が出席した会議等については、
この報告を省略することができる。
a 経営会議で報告された重要な事項
b 業務報告会等で報告された重要な事項
c 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
d 内部監査に関する重要な事項
e 重大な法令・定款違反に関する事項
f その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項

ロ．当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人は、上記 イ.の
ｃ、 e 及び f に関する重要な事実を発見した場合は、① ロ.のコンプラ
イアンス委員会及び③ ロ.のリスク管理委員会への報告、① ニ.の内部通報
制度に基づく通報、もしくは監査等委員会に直接報告できるものとする。

ハ．上記 ロ.に基づき報告を行った取締役（監査等委員であるものを除く。）及
び使用人が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受ける
ことを禁じるものとする。

⑧ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続そ
の他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す
る事項

イ．当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第
399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に
係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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ロ．監査等委員会が、独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を求めた場
合、当社は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を
除き、その費用を負担する。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会には、法令に従い、社外取締役である監査等委員を含み、公

正かつ透明性を担保する。
ロ．監査等委員会あるいは常勤監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換

を行い、相互の意思疎通を図る。
ハ．監査等委員会あるいは常勤監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門と

定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
ニ．監査等委員会あるいは常勤監査等委員は、監査業務に必要と判断した場合

は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取
することができる。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ．信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書

の有効かつ適切な提出のため、「内部統制規程」を定め、内部統制が有効に
機能するための体制を構築する。

ロ．財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正
化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用
を行う。

ハ．財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的
に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係
法令との適合性を確保する。

ニ．内部監査部門は、当社の財務報告に係る内部統制について監査を行い、是
正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やか
にその対策を講ずる。

⑪ 反社会的勢力の排除に向けた体制
イ．当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不

法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力排除規程」を定
め、当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）、監査等委員及び使用
人に周知徹底する。

ロ．平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関
係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに
対処できる体制を整備する。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以

下のとおりです。
① 内部統制システム全般

取締役会は、「取締役会規程」に基づき、定例取締役会及び臨時取締役会を開
催し、法令、定款及び規程類に基づく適法性並びに経営判断の妥当性を満たす
よう、業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。
内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、年間の内部監査計画を定め、全て

の部署に対して内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び各監査等委
員に報告しました。

② コンプライアンス及びリスク管理体制
「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長
を委員長、代表取締役社長が指名した取締役を委員とするコンプライアンス委
員会及びリスク管理委員会を設置し、四半期に１回開催して、法令の順守状況
を確認し、リスクの評価を行っております。

③ 監査等委員の監査体制
各監査等委員は取締役（監査等委員であるものを除く。）、内部監査室及びそ

の他の使用人から定期的に報告を受けて相互の連携を図るとともに、取締役会、
コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、意見を述
べました。また、必要に応じて職務執行状況について当社の役職員等へ説明を
求め、監査の実効性の向上を図りました。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2023年７月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,579,485 流 動 負 債 1,752,782
現 金 及 び 預 金 1,507,524 買 掛 金 591,357
売 掛 金 1,138,985 1年内返済予定の長期借入金 239,400
商 品 及 び 製 品 420,316 未 払 金 564,476
原材料及び貯蔵品 45,642 未 払 費 用 31,383
前 払 費 用 58,071 未 払 法 人 税 等 173,545
未 収 入 金 381,663 預 り 金 17,797
そ の 他 106,139 株 主 優 待 引 当 金 57,923
貸 倒 引 当 金 △78,858 契 約 負 債 8,681

固 定 資 産 5,983,012 リ ー ス 債 務 720
有 形 固 定 資 産 5,359,240 そ の 他 67,497
建 物 3,036,051 固 定 負 債 1,893,520
構 築 物 168,101 長 期 借 入 金 1,712,050
機 械 及 び 装 置 1,421,328 リ ー ス 債 務 2,042
車 両 運 搬 具 17,172 預 り 保 証 金 163,290
工具、器具及び備品 86,088 長 期 契 約 負 債 12,927
リ ー ス 資 産 2,511 そ の 他 3,210
土 地 575,900 負 債 合 計 3,646,302
建 設 仮 勘 定 52,085 （純 資 産 の 部）
無 形 固 定 資 産 399,679 株 主 資 本 5,916,194
商 標 権 1,168 資 本 金 730,286
ソ フ ト ウ エ ア 366,997 資 本 剰 余 金 720,286
そ の 他 31,513 資 本 準 備 金 720,286
投 資 そ の 他 の 資 産 224,092 利 益 剰 余 金 4,466,578
長 期 貸 付 金 46,367 その他利益剰余金 4,466,578
破 産 更 生 債 権 等 1,066 繰 越 利 益 剰 余 金 4,466,578
長 期 前 払 費 用 28,427 自 己 株 式 △956
繰 延 税 金 資 産 105,370
そ の 他 57,139
貸 倒 引 当 金 △14,278

純 資 産 合 計 5,916,194
資 産 合 計 9,562,497 負 債 純 資 産 合 計 9,562,497

（注）金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,266,758

売 上 原 価 8,560,343

売 上 総 利 益 3,706,414

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,036,262

営 業 利 益 670,152

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,853

受 取 補 償 金 165,890

受 取 手 数 料 33,364

そ の 他 17,520 229,629

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,456

賃 貸 費 用 18,198

減 価 償 却 費 12,259

貸 倒 損 失 3,368

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,532

そ の 他 2,118 41,933

経 常 利 益 857,848

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,320 1,320

税 引 前 当 期 純 利 益 856,528

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 267,195

法 人 税 等 調 整 額 △13,238 253,956

当 期 純 利 益 602,571

（注）金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 725,645 715,645 715,645 3,864,006 3,864,006

当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 4,640 4,640 4,640

自己株式の取得

当期純利益 － － － 602,571 602,571

当期変動額合計 4,640 4,640 4,640 602,571 602,571

当期末残高 730,286 720,286 720,286 4,466,578 4,466,578

株主資本
純資産合計

自己株式 株主資本合計

当期首残高 △919 5,304,378 5,304,378

当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 9,281 9,281

自己株式の取得 △36 △36 △36

当期純利益 － 602,571 602,571

当期変動額合計 △36 611,816 611,816

当期末残高 △956 5,916,194 5,916,194

（注）金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。
（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法）を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ４年～34年
機械及び装置 ６年～12年
工具、器具及び備品 ２年～15年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間で均等償却

を行う方法を採用しております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 株主優待引当金
株主優待券の利用による売上値引に備える為、株主優待制度に基づき、発生すると見込まれる

額を計上しております。
（4）収益及び費用の計上基準

商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に
基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引
き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引
き渡し時点で収益を認識しております。
加盟金収入は、加盟店がサービスを受けるために契約締結時に支払う加盟金であり、当社は５年

間の契約期間中サービス提供を行う履行義務を負っております。当該履行義務は、当社がサービス
を加盟店に提供する一定の期間において充足されることから、契約期間において収益を認識してお
ります。
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２．会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新た
な会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる計算書類に与える影
響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
該当事項はありません。

４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 1,814,055千円

（2）担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

当事業年度
（2023年７月31日）

建物 1,815,909千円
土地 209,683

担保付債務は、次のとおりであります。
当事業年度

（2023年７月31日）
１年内返済予定の長期借入金 167,400千円

長期借入金 1,428,050

５．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式 10,792,400 50,400 － 10,842,800

計 10,792,400 50,400 － 10,842,800
（注）発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使による増加50,400株によるものであります。

（2）当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式 399 23 － 422

計 399 23 － 422
（注）自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加23株によるものであります。
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（3）剰余金の配当に関する事項
2023年10月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、普通株式の配当に関する事項
を次の通り提案しております。

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総

額(百万円)
1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年10月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 162 15 2023年

7月31日
2023年
10月30日

（4）当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の
目的となる株式の種類及び数
普通株式 130,800株
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わない方針でありま

す。また、主に金融機関からの借入により必要な設備資金を調達しております。
② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金は、主に、ファク
タリング債権であり、ファクタリング会社等の信用リスクに晒されております。営業債務である
買掛金並びに未払金は、２か月内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、一部口座振替による債権回収を行うことで低減されておりま
す。また管理部財務課において未回収債権の有無の確認を行い、回収遅延が発生した場合には
速やかに営業部と連動して債権回収を行っております。また「与信管理規程」に従い、取引先
の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスクの低減を図っております。

ロ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、金融機関からの借入により設備資金を調達する方針であります。管理部財務課で金

利の変動をモニタリングし、金利の上昇局面では固定金利条件の借入や、金利の下降局面では
借り換え等を行い、金利の変動に係るリスクを低減する方針であります。

ハ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
管理部財務課は適時資金計画表を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流

動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年７月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。
貸借対照表計上額

（千円） 時価（千円） 差額（千円）

長期借入金
1,951,450 1,931,119 △20,330

（１年内返済予定を含む）

（注１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため、時価
が帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。

（注２）「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」については、短期間で決済されるため、時価
が帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
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（注３）長期借入金その他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内 ５年超

長期借入金 239,400 239,400 239,400 239,400 235,400 758,450

合計 239,400 239,400 239,400 239,400 235,400 758,450

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれの属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品及び金融資産
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,931,119 － 1,931,119
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利に基づいて利率を見直しており、借入を行っている
当社の信用状況は借入実行後から大きく異なっていないため、時価は帳簿価額に近似している
と考えられることから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。ま
た、固定金利によるものは、元金利の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される
利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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７．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度
（2023年７月31日）

繰延税金資産 千円
未払事業税 11,051
未払金（賞与） 6,185
貸倒引当金 28,518
その他 59,615

繰延税金資産合計 105,370
繰延税金資産の純額 105,370

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の
５以下であるため注記を省略しております。
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８．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

販売先別
顧客との契約から生じる収益

その他の収益 合計一定の期間にわたり
移転される財又はサ

ービス
一時点で移転される
財又はサービス

FC加盟店 17,862 8,505,534 － 8,523,397

高齢者施設等 － 1,325,027 － 1,325,027

直販・その他 － 2,418,332 － 2,418,332

合計 17,862 12,248,895 － 12,266,758

（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「(個別注記表)１．重要な会計方針に係る事項に関する

注記（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
期首残高 期末残高

契約負債 32,580 21,609
契約負債は、主に加盟金収入に係る顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、

収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた額は、

11,913千円であります。また、当事業年度において、契約負債が10,971千円減少した主な理由
は、契約期間の経過に伴う収益認識による契約負債の取り崩し等によるものであります。

②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであ

ります。

１年内 8,681 千円

１年超～２年内 6,847 千円

３年超 6,079 千円

合計 21,609 千円

９．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は群馬県において遊休不動産（土地および建物等）を有しております。
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（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価

68,508 73,400
（注）1．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2．当事業年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金
額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。ただし、第三者からの取得時
や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標
に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によって
おります。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 545円65銭
（2）１株当たり当期純利益 55円74銭
（3）潜在株式調整後１株当たり当期純利益 55円02銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12．その他の注記
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年９月19日

株式会社シルバーライフ
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 哲
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 野 福 道

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社シルバー

ライフの2022年８月１日から2023年７月31日までの第16期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ

ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通

読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書
類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の
注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
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・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監
査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え
られる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年８月１日から2023年７月31日までの第16期事業
年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき
以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に

関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記
の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査部門及び

内部統制部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査しました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の
職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

2023年９月22日
株式会社シルバーライフ 監査等委員会
常勤監査等委員 齋 藤 玲 子 ㊞
監 査 等 委 員 深 町 周 輔 ㊞
監 査 等 委 員 橋 元 秀 行 ㊞
監 査 等 委 員 長 谷 川 直 哉 ㊞

（注）監査等委員深町周輔、橋元秀行及び長谷川直哉は、会社法第２条第15号
及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、財政状態、経営成績及びキャッシュフローの

状況を勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ、配当性向30％を目途に中長期
的に安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
このような、基本方針に基づき、当期業績の傾向及び今後の事業環境を考慮し、

以下のとおり、期末配当をさせていただきたく存じます。

期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円 総額162,635,670円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月30日
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第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じです。）４名全員

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされ、各候補者は当

社の取締役として適任であるとの意見表明を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

清
し

水
みず

貴
たか

久
ひさ

(1974年７月31日）
【再任】

1998年４月 警視庁入庁
1999年９月 株式会社ベンチャーリンク入社
2002年２月 有限会社マーケット・イン設立

代表取締役
2009年９月 当社入社 ＦＣ開発部長
2012年９月 当社代表取締役社長（現任）

5,976,800株

【取締役候補者とした理由】
清水貴久氏は、当社の中でだれよりもこの業界・業務内容に精通しており、2012年９月の

当社代表取締役社長就任以降、業務全般に関する高度な知識及び経験をもとに、当社の企業価
値向上に貢献しております。
経営者として目標達成に向け必要な対策を講じ、かつ経営陣を統率していく行動力とリーダ

ーシップを有し、様々な施策を推進する能力に秀でていることから、今後も中長期的に当社の
企業価値を向上させる者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

２

戸
と

井
い

丈
たけ

嗣
し

(1977年７月15日）
【再任】

2001年４月 株式会社ガイア入社
2002年６月 有限会社マーケット・イン入社
2007年10月 当社設立 代表取締役
2012年９月 当社取締役営業部長（現任）

31,200株

【取締役候補者とした理由】
戸井丈嗣氏は、当社創業時より営業部門の中核として、この業界・業務内容を理解し、当社

ＦＣ加盟店拡大の礎を築いてまいりました。
特に、ＳＶの育成・管理監督を行う力、店舗の効率的な営業活動のためのマーケティング戦

略を考案し実行する力に優れており、ＦＣ加盟店の安定した店舗運営に貢献を続けていること
から、今後も中長期的に当社の企業価値を向上させる者として適任であると判断し、引き続き
取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

増
ます

山
やま

弘
ひろ

和
かず

(1969年６月25日）
【再任】

1990年４月 天馬株式会社入社
2002年９月 日東工業株式会社（現シンジーテック株

式会社）入社
2004年９月 日本電産コパル株式会社入社（現ニデッ

クプレシジョン株式会社）
2006年９月 野村貿易株式会社入社
2018年７月 当社入社
2020年９月 当社管理部長
2020年10月 当社取締役管理部長（現任）

800株

【取締役候補者とした理由】
増山弘和氏は、管理部を管掌する取締役として、経営計画・業務方針に基づき業務執行にお

ける管理・監督を行ってまいりました。
また、管理部員それぞれの能力を活かしながら育成する指導力・リーダーシップを有してお

り、管理部門の体制強化を進めることで当社の企業価値向上に貢献してまいりました。
会社を支える管理部長という立場からも、部門間の連携を図り円滑な業務執行の推進に大き

く貢献していることから、今後も中長期的に当社の企業価値を向上させる者として適任である
と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

４

横
よこ

田
た

啓
あきら

(1986年４月21日）
【再任】

2013年４月 当社入社
2020年12月 当社生産部長
2021年10月 当社取締役生産部長（現任）

800株

【取締役候補者とした理由】
横田啓氏は、第１期新卒社員として入社し、群馬工場の立ち上げ及びFSSC22000の取得、

栃木工場の立ち上げに携わるなど、当社の食品製造体制の礎を築いてまいりました。
それらの経験から得た食品製造業務に関する深い知識をもとに、社員への高い指導力・育成

力を発揮し、製造部門の安定化を推進しているほか、製造コストや廃棄物の削減に向けた提案
力や実行力を有しており、今後も中長期的に当社の企業価値を向上させる者として適任である
と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．清水貴久氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数

（4,000,000株）を含んでおります。
３．清水貴久氏は当社の親会社等であります。同氏は当社の親会社等である株式会社近江屋の代

表取締役であります。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

締結しており、被保険者が負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約によ
り填補することとしております。各候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内
容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役１名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

橋
はし

元
もと

秀
ひで

行
ゆき

（1964年１月25日）
【再任】
【社外】

【独立役員】

1991年10月 中央新光監査法人入所
1995年４月 公認会計士登録
2000年１月 橋元公認会計士事務所開設所長（現任）
2000年４月 税理士登録
2007年５月 東陽監査法人入所
2014年６月 東陽監査法人シニアパートナー（現任）
2015年６月 新電元工業株式会社社外取締役
2019年10月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
橋元公認会計士事務所所長
東陽監査法人シニアパートナー

ー

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
橋元秀行氏は、過去に会社経営に参加したことはありませんが、公認会計士及び税理士として財

務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社のさらなる経
営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、特に財務・会計の面において、引き続き当該知見
を活かして当社経営の監査、監督等いただくことを期待したためであります。
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．橋元秀行氏は、社外取締役候補者であります。
３．橋元秀行氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社

外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
４．当社は、橋元秀行氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令の定める額としており、選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であり
ます。

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しており、被保険者が負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約によ
り填補することとしております。橋元秀行氏の選任が承認されますと、引き続き当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同
内容での更新を予定しております。

６．当社は、橋元秀行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。同氏の選任が承認された場合には、引き続き同氏を独立役員とする予定で
あります。

以 上
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【参考】取締役会のスキルマトリックス
本総会において、第２号議案及び第３号議案が原案どおりに承認された場合の、現
任の取締役を含めた各取締役の専門性及び経験は以下のとおりとなります。

氏名 役職 社外 企業経営 財務会計 法務・リスク
マネジメント

営業・マー
ケティング

生産・
品質管理

業界への
知見 ＥＳＧ

清水 貴久 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇 〇

戸井 丈嗣 取締役 〇 〇 〇

増山 弘和 取締役 〇 〇 〇

横田 啓 取締役 〇 〇

齋藤 玲子 取締役
（常勤監査等委員） 〇 〇 〇

深町 周輔 取締役
（監査等委員） ● 〇 〇

橋元 秀行 取締役
（監査等委員） ● 〇 〇

長谷川 直哉 取締役
（監査等委員） ● 〇 〇 〇
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